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横浜 市 条例(番 号)

横浜 市市会 議員 の議 員 報 酬、 費用弁償及び期末手当に関する条例等の

臨時特例に関する 条 例

(趣 旨)

第 1条 この 条 例は、 横 浜 市 の 厳しい財政状況及び市内震災対策に対処する必要

性に鑑 み 、一層の 歳 出 の 削減が 不 可 欠 で あ る こ と か ら 、 市 会 議 員 の 議 員 報酬の

額及 び期末手当の額並びに市 長、副市長及び常勤の監査委員(以下「市長等 J

とい う 。) の 給 料 の 額 、地 域手当の額及び期末手当の額並びに一般職の職員(

以下「 職 員 J とい う。) の給与の額を削減するため、横浜市市会議員の議員報

酬 、 費 用弁 償 及び期 末 手 当に関する条例(昭和 3 1年 8月横浜市条例第 3 0号

。以 下「 議 員 報 酬 条 例」と いう。) 等の特例を定めるものとする 。

(議員 報酬の特例)

第 2条 議員 報 酬 条 例 第 2条 に 規定する市会議員の議員報酬の額は、同条の規 定

にかか わらず、平成 24年 5月 1日から平成 2 5年 3月 3 1日までの問(以下

「特 例期間 」 という 。) に 限り 、 同 条 に 規 定 す る 議 員 報 酬 の 額 か ら 、 同 条に規

定す る議 員報酬の額に 100分の 1 4を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(市長等の給料及び地域手 当の特例 )

第 3条 横浜市常勤特別職職 員 の給料及び手当に関する条例(昭和 3 1年 8月横

浜市条 例第 2 5号。 以 下 「常勤特別職職員給料条例」という 。) 第 3条に規定

する 市長等の給料 の 額 は、 同条の規定にかかわらず、特例期間に限り、同条に

規定 する市長等の給料の 額から、同条に規定する市長等の給料の額に 100分の

1 4を乗じて得た額に相 当す る額を減ずる 。

2 特 例期間においては、 第 5条第 2項第 2号の規定は、常勤特別職職員給料条

例第 2条の規定により市 長等に支給される地域手当の額の算出について準用 す

る。 この 場 合において 、 第 5条第 2項第 2号中「当該職員の支給減額率 J とあ

るの は r100分 の 14 J と読み替えるものとする。



(市会議員及び市長等の期末手 当 の 特 例 )

第 4条 特例期 間 に お い て は 、 議員報酬条例第 4条及び常勤特別職職員給料条例

第 8条 の規定により市会 議 員 及び市長等に支給される期末手当の額の算出の 基

礎とな る議員報酬の額並びに市 長等の給料の額及び地域手当の額は、第 2条及

び前条 に規定する額とする 。

(職員の給与の・特例)

第 5条 特例期間においては、横 浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和 26 

年 3月 横浜市条例第 1 5号 。以下「給与条例」という。) 第 4条各号に掲げる

給料表の適用を受ける職員に対する 給料 の支 給に 当た って は、 給料 月額 から、

給料月額に 、当該職員に適用さ れる次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の 中

欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支

給減額率 J という。) を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表 職務の 級 割合

行政職員給 料 表 1級 100分の 4.77 

2級 100分の 4.77 

3庁wz. 100分の 4.77 

4級 100分の 4.77 

5級 100分の 4.77 

6級 100分の 7.77

7級 100分の 9.77

8級 100分の 9.77 

消防職員給料 表 1級 100分の 4.77 

2級 100分の 4.77 

3級 100分の 4.77

4級 100分の 4.77 



5級 100分の 4.77 

6級 100分の 7.77 

7級 100分の 9.77

高等学校等 教 育職 員給 料 1級 100分の 4.77 

表 2級 100分の 4.77 

3級 100分の 4.77 

4級 100分の 4.77 

5級 100分の 7.77 

技能 職 員等 給 料 表 1級 100分の 4.77 

2級 100分の 4.77 

3級 100分の 4.77 

医 療職員給料 表 1級 100分の 4.77 

2級 100分の 4.77 

3級 100分の 7.77 

4級 100分の 9.77 

5級 100分の 9.77 

2 特 例湖 聞において は 、給 与 条例に基づき支給される給与のうち次の各号に 掲

げる給与の額か ら、 当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1)管 理職 手 当 当該 職 員の管理職手当の月額に 100分の 1 0を乗じて得た 額

(2) 地域 手当 当該 職 員の給料月 額 に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 に 当 該 職 員 の支給

減額率を乗 じて得た 額及び当 該 職 員 の 管 理 職 手 当 に 対 す る 地 域 手 当 の 月額に

100分の 10を乗 じて 得 た 額

(3) 期 末 手 当 当該 職 員が受けるべき期末手当の額に 100分の 9.77を乗じて得

た額

(4) 勤 勉手当 当該 職 員が受けるべき勤勉手当の額に 100分の 9.77を乗じて得

た額



(5) 給与条例第 2 2条第 1項 か ら第 5項までの規定による給与 当該職員に適

用される次のアからオまでに掲 げる規定の区分に応じ当該アからオまでに定

める額

ア 給与条例第 2 2条 第 1項 前項及び前各号に定める額

イ 給与条例第 2 2条第 2項 前項並びに第 2号及び第 3号に定める額に、

100分の 8 0を乗じて得た 額

ウ 給 与条例第 2 2条 第 3項 前項及び第 2号に定める額に同条第 3項の規

定により当該職員に支給される 給 与に 係る 割合 を乗 じて 得た 額

エ 給 与条例第 2 2条 第 4項 前項並びに第 2号及び第 3号に定める額に、

同条第 4項の規定により当 該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得

た額

オ 給 与条例第 2 2条第 5項 前項並びに第 2号及び第 3号に定める額に、

同条第 5項の規定により当 該 職 員 に 支 給 さ れ る 給 与 に 係 る 割 合 を 乗 じて得

た額

3 特例期間 においては、給与条例第 13条、第 14条、第 17条及び第 18条

に規定する勤務 1時間当たりの給与額は、給与条例第 1 9条の規定にかかわら

ず、同条の 規定 によ り算 出し た給与額から、給料月額、これに対する地域手 当

の月額 、初任給調整手当の月 額及び特殊勤務手当の月額の合計額を 1月の勤務

時間で 除し た 額 に 当 該 職 員 の 支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた

額とす る。

(地方公務員災害補償法の適用の 特例)

第 6条 特例期間においては、地方公務員災害補償法(昭和 4 2年法律第 121 号

)第 2条第 7項の規定に基づき計 算される職員の平均給与額は、同項及び同項

の総務省 令の規定にかかわらず、 当該総務省令において職員に対して現実に支

給され た給与の額を基礎として 計 算することとされている場合を除き、この条

例の規定により給与の支給に当た って減ずることとされる額に相当する額を減



じた給与の額を基礎として 当該総務省令の規定の例により計算した額とする。

(外国の地方公共団体の 機 関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例

第 7条 特例期間においては、 外国の 地 方公共団体の機関等に派遣される職員の

処遇等 に関 す る 条 例 ( 昭 和 6 3年 3月横浜市条例第 2号)第 4条第 1項の適用

につ いては 、 同 項 中 「 期 末手当 j とあるのは「期末手当の額(これらの給与の

うち 、横浜市市会議員の 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の臨

時特 例に関する条例(平成 年 月横浜市条例第 号)第 5条第 1項及び第 2

項の 規定の適 用 が あ る も のにつ い て は 、 当 該 額 か ら こ れ ら の 規 定 に よ り 支給に

当た って減 ずることとされ る額 に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 )J とする。

(横浜 市職員の育児休 業 等 に 関する条例の特例)

第 8条 特例期間においては、 横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成 4年

3月 横浜市条例第 2号) 第 10条の規定の適用については、 「横浜市一般職職

員の 給与に関する条例(昭和 2 6年 3月横浜市条例第 15号)第 1 9条 j とあ

るの は「横浜 市 市 会 議員 の議員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例等の

臨 時特例に 関する条例(平 成 年 月横浜市条例第 号)第 5条第 3項」とす

る。

(横浜 市 一 般職職員 の休暇に 関 す る 条 例 の 特 例 )

第 9条 特例期間においては、 横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成 4年

3月横 浜 市条例第 3号) 第 2条第 2項の適用に当たっては、同項中「横浜市一

般 職職 員 の給与に関する 条例(昭和 2 6年 3月横浜市条例第 1 5号)第 13条

」 とあ るのは、 「横浜市市 会議 員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条 例等の臨時特例に関する 条 例 (平成 年 月横浜市条例第 号)第 5条第 3

項 j とする 。

(横浜 市一般職の任期付職 員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第 10条 特例期間において は、横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特



例に関する条例(平成 1 7年 1 2月横浜市条例第 115 号。 以下「任期付職員条

例」という。) の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第 2条第 1項の

規定によ り任期を定めて採用 されたものに対する給料月額の支給に当たっては

、給料月額から給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定め

る割合を乗 じて得た額に相 当する額を減ずる 。

(1)任期付職員条例第 4条 第 1項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 であっ

a て、その号給が 1号 給 か ら 4号給までのもの 100分の 7.77 

(2) 任期付職員条例第 4条 第 l項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 であっ

て、その号給が 5号給以上のも の 及 び 同 条 第 3項の規定による給料月額を受

ける職員 100分 の 9.77 

2 特例期間においては、任期付職員条例第 4条第 4項の規定の適用については

、同項中「給料月額」とあるのは、 「給料月額から給料月額に横浜市市会議員

の議員報酬 、費用弁償及び期 末手当に関する条例等の臨時特例に関する条例(

平成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号)第 10条第 1項各号に掲げる職員の区分に応

じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

3 特例期間においては、第 5条第 2項第 2号、第 3号及び第 5号並びに同条 第

3項の規定は、 任期付職 員条例 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 地 域 手 当 、 期末手

当及び給与条 例第 2 2条 第 1項から第 5項 ま で の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 給与の

支給並び に勤務 1時間当たり の給与額の算出について準用する。この場合に お

いて、第 5条 第 2項 第 2号中、 「当該職員の支給減額率」とあるのは「第 10 

条第 1項各号に掲げる職員の 区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減

額率 J という 。)J と、同項 第 5号ア中「前項及び前各号」とあるのは、 「第 1

0条第 1項及び同条第 3項 に おいて準用する第 2号及び第 3号」と、同号イ、

エ及びオ中「前項並びに第 2号及び第 3号」とあるのは「第 10条第 1項及 び

同条第 3項において準用する第 2号及び第 3号 J と、同号ウ中「前項及び第 2

号」とあるのは 、 「第 10条第 1項及び同条第 3項において準用する第 2号」



と、読み替えるものとする。

(端数計算)

第 1 1条 この条例により、市会 議員の議員報酬及び期末手当並びに市長等の給

料、地域手 当及び期末手当並びに職員の給与の支給に当たって減ずることと さ

れる額を算定する場合において、当該額に 1円未満の端数を生じたときは 、こ

れを切り捨 てるものとする。

(委任)

第 12条 この条例に定めるもの の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は、

規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成 24年 5月 1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成 2 5年 3月 3 1日限り、その効力を失う。

提案理由

東 日本大 震 災 に よ り 本 市 に お いて も震災対策が喫緊の課題になったのは衆目の

一致 す る と ころである。本市の 厳しい財政状況を鑑みれば、中期計画で定めた市

債発行の 枠の中で施策の優先順位 をつけ、震災対策費を捻出すべきと考える。 し

かし 、平成 2 4年度予算において は，震災対策費 117億円が計上され、結果と して

市 債 発 行 額 は中期計画で定めたものを守れないものとなっている。よって、その

財 源の一 部を捻出するため、横 浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に 関 す る 条 例等の臨時特例に関 する条例を制定したいので提案する。
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議第 15号議案の審査方法(案)

項目 調整内容

議 案発送 3月 16日(金)運営委員会終了後

2 通告期間 3月 19日(月)から 21日(水)午後 5時まで

3 上 程 日 3月 23日(金)の本会議

4 提案理由説明 簡潔に実施

5 議案関連質疑 通告に応じ実施

6 委員会付託 政策・総務・財政委員会に付託

7 委員会審査 3月 23日(金)本会議休憩中に審査



会派(賛成者)による条例の制定・改廃の議案提出前の立案手続き

1 議員提案は、議員の提案権に基づき、提案者の責任と判断により行わ

れるものであるが、円滑かっ効率的な立案事務を進めるため、会派(賛

成者)による条例の制定・改廃に係るものの議案提出前の手続きについ

ては、当面、次によるものとする。

2 団長会議等での協議を経て行う議員提案や、意見書・決議については

対象外とするが、事務局への原案提示による議案チェック依頼等に当た

っては、この立案手続きを定める趣旨を踏まえ、速やかな対応に努める

ものとする。

項 目 期 ー 限 内 容

事前協議 議案発送日の (1)提案者は、事務局に議員提案の意向

概ね 2ヶ月前 を表明し、事前協議を申入れ

まで (2)事務局は、提案者が議案作成を行う

上で必要な相談・調整に対応

(3)事務局は、提案者の依頼により情報

の収集

2 原案提示・ 議案発送日の (1)提案者は、事務局に議案原案を提不

議案チェック 概ね 1ヶ月前 し、議案チェックを依頼

まで (2)事務局は、提示された議案原案につ

いて、用字・用語等の形式的なチェツ

クや助言を行う

3 会派説明 議案発送日の (1)提案者は、提出する議案について、

1週間前まで 団長会議等で、各会派に説明するよう

努める

(2)説明の結果、原案を修正する場合

は、提案者は速やかに事務局と調整す

る

4 議案提出 議案発送日の (1)議長あて議案提出(事務局に最終確

3日前(休庁日 定原稿を提出)

を除く)まで

(平成 13年 12月 20日 団長会議決定)


